
シースタイル搭乗者名簿
操縦者

1. 操縦するお客様は安全航行　搭乗者の安全を守る義務があります。

　　搭乗にあたって次のことについて注意してください。

　①　救命胴衣は必ず着用して下さい。お子様連れのお客さまは目を離さないようにして下さい。

　②　遊泳の禁止　船舶（ジェットスキーからの飛び込みは禁止とします）

　③　シースタイルには、搭乗者保険、捜索保険、トーイング中の保険契約が御座います。

　　　・事故時には保険金限度範囲内となります。　

　　　・補償内容　　　死亡、後遺障害保険金　1事故名　1000万円

　入院、通院日額　　　　　　　　　　　　５０００円　　　　　　　　　　　　

　　　・捜索救助費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０万円

　　　トーイング中の保険は見舞金のみとなります。

　　当マリーナではトーイング不可となります。 ２０２３年４月現在

　④　操船者には、安全航行する義務があります。無謀な運転をした場合は安全航行するよう

　　注意してください（ウェーブランナー走行時　搭乗者を強引に落水させる行為）

　⑥　乗船者及び操船者の飲酒できません。飲酒した場合レンタルの中止させて頂きます。

　　　(薬物等も含む）

　⑦　ゲレンデ内で他のお客様に迷惑を掛けない様にして下さい。刺青、タトゥーは不可

　　　　騒いだり、大音量の音楽は出来ません。

マリンスポーツを楽しんで頂くため、乗船者のみなさまも操船者同様　注意事項をお守り下さい。

注意しても守らないお客さまは、退去して頂きます。　

重要　　　レンタル中下記の場合において保険対象外となります。

　　・船（ジェットスキーから　飛び込んだときの事故

　　・乗船前、下船後及びゲレンデ内での事故

　　住　　所 本人署名 　　　緊急連絡先


